
i n f o r m a t i o n

指
定
ご
み
袋
の
配
付

　
次
の
要
件
に
該
当
す
る
世
帯
に
指

定
ご
み
袋
を
配
付
し
ま
す
。
な
お
、

4
月
1
日
以
降
に
申
請
す
る
と
配
付

枚
数
が
少
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

◦
対
象

・
生
活
保
護
世
帯

・�

申
請
時
に
同
居
す
る
全
て
の
世
帯

員
が
市
民
税
非
課
税
で
あ
る
世
帯

・�

砂
川
市
紙
オ
ム
ツ
利
用
券
交
付
事

業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
支
給
対
象

の
方
と
同
居
す
る
世
帯

◦
持
ち
物　
印
鑑

◦�

申
請　
3
月
1
日
㈮
か
ら
環
境
衛

生
係
（
1
階
7
番
窓
口
）
に
て
受

け
付
け

問
環
境
衛
生
係
℡
７
４-

４
７
６
９

退
去
時
は
必
ず
水
抜
き
を
！

　
借
家
な
ど
を
退
去
す
る
際
は
、
必

ず
使
用
者
が
水
道
の
水
抜
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
す
で
に
空
き
家
に
な
っ

て
い
る
建
物
の
水
道
の
維
持
管
理

は
、
所
有
者
の
責
任
に
な
り
ま
す
の

で
、
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
が
再
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
中
空
知
広
域
水
道
企
業
団

　
℡
５
３-

３
８
３
１

お
知
ら
せ

i
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問北海道後期高齢者医療広域連合℡ 011-290-5601 または保険係℡ 74-4745

　高額介護合算療養費とは、医療保険と介護保険の
両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度
です。
　同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高
齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度
額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療
制度および介護保険から支給されます。なお、支給
対象の方には、3月下旬頃に申請のお知らせを郵送
しますので、申請書に必要事項を記入のうえ、保険
係（1階 6番窓口）へご提出ください。

自己負担限度額表（令和 4年度分）【1年分の自己負担額の計算期間（令和4年8月1日～同5年7月31日）】

負担割合 区分 自己負担額の合計の基準額

3 割 �現役並み所得者
【課税所得 690万円以上】 212万円
【課税所得 380万円以上】 141万円
【課税所得 145万円以上】�� �67 万円

2割 一定以上所得者 【課税所得���28 万円以上】���
56 万円

1割
��一般 ―

住民税非課税世帯
区分Ⅱ（※ 1） ― 31万円
区分Ⅰ（※ 2） ― 19万円

（※ 1）世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
（※ 2）�世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が 0円（公的年金収入のみの場合、その受給額が

80万円以下）または老齢福祉年金を受給している方
・�後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが 0円の場合は対象となりません。
・支給額が 500円以下の場合は支給されません。

医療費の自己負担額 介護サービス利用の
自己負担額

限度額を
超えた分を支給

世帯ごとに合計

高額医療・高額介護合算療養費

▲限度額

後期高齢者医療制度�～高額介護合算療養費について～



i n f o r m a t i o n

中
空
知
交
通
災
害
共
済
受
付
開
始

　
万
一
の
交
通
事
故
に
備
え
て
、
家

族
そ
ろ
っ
て
加
入
し
ま
せ
ん
か
。

◦�

共
済
期
間　
令
和
6
年
4
月
1
日

（
4
月
1
日
以
降
に
加
入
し
た
場

合
は
加
入
日
）
～
同
7
年
3
月
31

日
◦
年
会
費　
1
人
４
０
０
円

◦�

対
象　
中
空
知
管
内
に
住
民
登
録

し
て
い
る
方
（
就
学
の
た
め
管
外

に
居
住
し
て
い
る
方
も
可
）

◦�

申
込　
生
活
交
通
係
（
1
階
8
番

窓
口
）、
北
門
信
用
金
庫
窓
口
、

ま
た
は
町
内
会
へ

問
生
活
交
通
係
℡
７
４-

４
７
５
８

軽
自
動
車
な
ど
の
各
種
変
更
手

続
き
は
３
月
中
に
！

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
4
月

1
日
現
在
で
軽
自
動
車
な
ど
を
所
有

し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
軽

自
動
車
な
ど
の
取
得
・
廃
車
・
譲
渡

や
住
所
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
3

月
中
に
各
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
手
続
き
を
行
わ
な
い
場
合

は
、
そ
の
ま
ま
課
税
さ
れ
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◦
各
手
続
き
窓
口

　
〈
三
輪
・
四
輪
の
軽
自
動
車
〉

　

�

軽
自
動
車
検
査
協
会�

札
幌
主
管

事
務
所

　
℡
０
５
０-

３
８
１
６-

１
７
６
３

　

�〈
二
輪
の
軽
自
動
車
・
二
輪
の
小

型
自
動
車
〉
札
幌
運
輸
支
局

　
℡
０
５
０-

５
５
４
０-

２
０
０
１

　

�〈
原
動
機
付
自
転
車
・
小
型
特
殊

自
動
車
〉

　
資
産
税
係
（
1
階
2
番
窓
口
）

※�

詳
細
は
各
窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
資
産
税
係
℡
７
４-

５
６
３
７

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
資

金
の
受
付
を
終
了
し
ま
す

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な

ど
に
よ
り
影
響
を
受
け
て
い
る
事
業

者
に
対
し
て
運
転
資
金
貸
付
の
保
証

料
・
利
子
の
全
額
補
給
を
行
う
砂
川

市
独
自
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

対
策
資
金
」
は
、
令
和
5
年
度
末
で

新
規
申
請
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

　
当
資
金
の
利
用
を
ご
希
望
の
事
業

者
は
3
月
31
日
ま
で
に
融
資
の
貸
付

が
実
行
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
早
め
に
市
内
の
取
扱
金
融
機

関
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◦
取
扱
金
融
機
関　
北
洋
銀
行
、
北

海
道
銀
行
、
北
門
信
用
金
庫
、
空
知

商
工
信
用
組
合
の
各
砂
川
支
店

問
商
工
振
興
係
℡
７
４-

８
３
８
２

上
下
水
道
料
金
の
助
成

◦
対
象

・
生
活
保
護
受
給
世
帯

・�

寡
婦
ま
た
は
ひ
と
り
親
世
帯
（
母

親
ま
た
は
父
親
の
収
入
で
生
計
を

維
持
し
、
20
歳
未
満
の
子
や
一
定

の
障
が
い
の
あ
る
子
を
扶
養
す
る

世
帯
）
で
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

・�

70
歳
以
上
の
単
身
者
ま
た
は
夫
婦

の
い
ず
れ
か
が
70
歳
以
上
の
世

帯
、
ま
た
は
70
歳
以
上
の
方
が
同

居
す
る
親
族
を
扶
養
し
て
い
る
世

帯
で
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

・�

重
度
身
体
障
害
者
（
1
・
2
級
）

の
収
入
で
生
計
を
維
持
し
て
い
る

住
民
税
非
課
税
世
帯

※�

申
請
時
に
身
体
障
害
者
手
帳
の
写

し
が
必
要
。

◦�

申
請　
左
記
へ

問
土
木
課
管
理
係

　
℡
７
４-

８
７
４
３

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

　
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
に
よ

り
遺
言
書
を
法
務
局
で
保
管
す
る
こ

と
で
、
紛
失
や
改
ざ
ん
を
防
止
で
き

ま
す
。
ま
た
、
遺
言
者
が
死
亡
し
た

場
合
に
は
、
指
定
し
た
方
へ
通
知
が

さ
れ
る
の
で
、
相
続
人
も
遺
言
書
が

保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
制
度
の
詳
細
は
法
務

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Q
R
コ
ー
ド
）

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

法
務
局
で
遺
言
書
を
保
管
す
る
場

合
、
１
件
当
た
り
３
９
０
０
円
の

手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

※�

手
続
き
は
要
予
約
。

問
札
幌
法
務
局
滝
川
支
局

　
℡
２
３-

２
３
３
０

献
血
に
ご
協
力
を

【
3
月
28
日
㈭
】

・
年
金
事
務
所　
10
時
～
10
時
50
分

・
北
海
道
三
井
化
学
㈱

　
12
時
10
分
～
13
時
10
分

・
市
役
所　
13
時
40
分
～
16
時
30
分

※�

配
車
の
都
合
な
ど
に
よ
り
実
施
場

所
、
日
程
、
時
間
の
変
更
が
あ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
社
会
福
祉
係
℡
７
４-

８
１
０
３

後
期
高
齢
者
健
康
診
査

　
4
月
の
健
診
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

◦
と
き　
4
月
1
日
㈪
～
10
日
㈬

◦�

と
こ
ろ
　
細
谷
医
院
、明
円
医
院
、

砂
川
慈
恵
会
病
院
、
い
と
う
内
科

循
環
器
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

◦�

対
象
　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加

入
者

◦
料
金
　
4
0
0
円

◦�

申
込
　
3
月
1
日
㈮
～
11
日
㈪
ま

で
に
左
記
へ

問
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
℡
５
２-

２
０
０
０

11 広報すながわ　2024.3.1

健
康
・
福
祉

す
な
が
わ
健
康
ポ
イ
ン
ト
対
象
事
業
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北
海
道
お
米
・
牛
乳
子
育
て
応
援
事

業
（
第
2
弾
）

◦�

対
象　
平
成
17
年
4
月
2
日
～
令

和
6
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
子
ど
も
が
い
る
世
帯

◦�

申
請　
4
月
30
日
㈫
ま
で
に
本
事

業
特
設
ペ
ー
ジ
（
Q
R
コ
ー
ド
）

か
ら

※�

紙
の
申
請
書
が
必
要
な
方
は
子
育

て
支
援
係
（
1
階
13
番
窓
口
）
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
申
請
手
続
者
用

　
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
℡
０
１
１-

３
５
０-

７
３
７
１

母
子
家
庭
等
自
立
支
援
給
付
金

制
度

　
市
で
は
、
母
子
家
庭
の
母
お
よ
び

父
子
家
庭
の
父
の
就
業
を
支
援
す
る

た
め
、
次
の
給
付
金
を
支
給
し
ま

す
。
ご
希
望
の
方
は
受
講
申
し
込
み

前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
制
度
】

　
就
業
に
役
立
つ
資
格
・
技
能
を
取

得
す
る
た
め
、
指
定
さ
れ
た
講
座
を

受
講
し
た
場
合
、
受
講
料
の
一
部
を

支
給
し
自
立
を
支
援
し
ま
す
。

◦�

対
象　
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
な
ど

◦�

対
象
講
座　
雇
用
保
険
制
度
の
指

定
教
育
訓
練
講
座
な
ど

◦�

支
給
額　
修
了
し
た
講
座
の
受
講

料
の
60
％

◦
申
込　
子
育
て
支
援
係
へ

【
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
制
度
】

　
資
格
取
得
の
た
め
に
１
年
以
上
養

成
機
関
を
受
講
す
る
場
合
、
期
間
中

の
生
活
費
や
交
通
費
の
一
部
を
４
年

を
上
限
に
支
給
し
ま
す
。

◦�

対
象　
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
な
ど

◦�

対
象
資
格　
看
護
師
、
保
育
士
、

介
護
福
祉
士
、
理
学
療
法
士
、
作

業
療
法
士
な
ど

◦
申
込　
左
記
へ

問
子
育
て
支
援
係
℡
７
４-

８
３
６
９

ア
ナ
ロ
グ
ゲ
ー
ム
・
ク
ラ
ブ

◦�

と
き　
3
月
23
日
㈯　
10
時
～
12
時

◦�

と
こ
ろ　
公
民
館
4
階　
大
会
議
室

◦
定
員　
20
人

◦�

申
込　
3
月
21
日
㈭
ま
で
に
左
記

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

問
社
会
教
育
係

　
℡
７
４-

８
３
７
９

第
36
回
が
ん
の
市
民
講
座

　
◦�

と
き　
3
月
17
日
㈰　
13
時
～
14

時
30
分
（
予
約
不
要
）

◦�

と
こ
ろ　
市
立
病
院
2
階　
多
目

的
ホ
ー
ル

◦�

内
容　
み
ん
な
で
学
ぶ
遺
伝
性
腫

瘍
と
ゲ
ノ
ム
医
療
～
遺
伝
情
報
を

医
療
に
生
か
す
～

◦
料
金　
無
料

問
市
立
病
院
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　
℡
５
４-

２
１
３
１

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

◦�

職
種
・
募
集
人
員　
公
民
館
等
業

務
員　
１
人

◦
資
格
・
要
件　
普
通
自
動
車
免
許

◦�

任
用
予
定
期
間　
令
和
6
年
4
月

1
日
～
同
7
年
3
月
31
日

◦�

業
務
内
容　

公
民
館
の
施
設
管

理
、
窓
口
対
応
な
ど

◦
勤
務
時
間
な
ど

　
�

①
7
時
45
分
～
16
時
15
分　
②
7

時
45
分
～
18
時
15
分　
③
12
時
45

分
～
21
時
15
分　
④
9
時
45
分
～

18
時
15
分（
週
5
日
、シ
フ
ト
制
）

◦�

報
酬　

月
給
17
万
４
１
９
円
～

18
万
９
８
７
０
円

◦�

申
込　
砂
川
市
会
計
年
度
任
用
職

員
任
用
申
込
書
兼
履
歴
書
ま
た
は

市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
3
月
1
日
㈮
～
15
日

㈮
ま
で
に
左
記
へ

問
公
民
館
管
理
係

　
℡
５
２-

２
３
３
９

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

令
和
6
年
度
サ
ー
ク
ル
会
員
募
集

　
入
会
を
ご
希
望
の
方
に
は
各
サ
ー

ク
ル
の
代
表
者
を
ご
紹
介
し
ま
す
の

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
新
た

に
サ
ー
ク
ル
と
し
て
施
設
の
利
用
を

考
え
て
い
る
方
も
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◦�

対
象　
お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
市
民

◦�

内
容　
太
極
拳
、
健
康
体
操
、
社

交
ダ
ン
ス
、
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
、

カ
ラ
オ
ケ
、陶
芸
、麻
雀
、料
理
、

オ
カ
リ
ナ

※�

1
人
当
た
り
１
０
０
円
の
入
館
料

が
必
要
で
す
。

問
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
℡
５
２-

２
０
０
０

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合 

運
営
協
議
会
委
員
募
集

◦�

資
格　
道
内
在
住
の
満
18
歳
以
上

の
方
（
議
員
や
公
務
員
な
ど
を
除

く
）

◦
募
集
人
員　
5
人

◦�

任
期　
令
和
6
年
7
月
か
ら
2
年

間
（
開
催
は
年
2
回
予
定
）

◦�

報
酬　
1
日
当
た
り
５
０
０
０
円

と
旅
費
を
支
給

◦�

申
込　
4
月
30
日
㈫
ま
で
に
左
記
へ

※�

応
募
方
法
の
詳
細
は
保
険
係
（
1

階
6
番
窓
口
）
に
あ
る
応
募
要
領

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問�
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
℡
０
１
１-
２
９
０-

５
６
０
１

　
保
険
係
℡
７
４-

４
７
４
５

北
海
道
警
察
官
募
集

（
令
和
6
年
度
第
1
回
）

◦�

試
験
日　
一
次
：
4
月
28
日
㈰
、

二
次
：
6
月
上
旬
～
中
旬

◦�

申
込　
3
月
1
日
㈮
～
29
日
㈮
17

時
ま
で
に
原
則
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

か
ら

※�

受
験
資
格
な
ど
の
詳
細
は
北
海
道

警
察
採
用
案
内
（
Q
R
コ
ー
ド
）

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
滝
川
警
察
署

　
℡
２
４-

０
１
１
０

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
募
集

◦�

資
格　
20
歳
以
上
の
方

◦
募
集
人
員　
1
人

◦�

任
期　
令
和
6
年
5
月
1
日
～
10

月
31
日

◦�

区
間　
砂
川
築
堤
と
豊
沼
築
堤
と

の
合
流
点
か
ら
砂
川
大
橋
ま
で

（
左
岸
）

◦
報
酬　
月
額
４
０
０
０
円

◦
申
込　
3
月
21
日
㈭
ま
で（
必
着
）

※�

詳
細
は
札
幌
開
発
建
設
部
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
札
幌
開
発
建
設
部
公
物
管
理
企
画
課

　
℡
０
１
１-

６
１
１-

０
３
２
８

子
育
て
・

　
　
　 

教
育

募
　
　
集

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
講
習

す
な
が
わ
健
康
ポ
イ
ン
ト
対
象
事
業


